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議案第８号 

君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

平成２７年２月２３日提出 

                           君津市長 鈴 木 洋 

提案理由 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第 

４６号）及び建築基準法の一部を改正する法律（平成２６年法律第５４号）の公布並びに

住宅性能表示制度の改正に伴い、君津市手数料徴収条例（平成１２年君津市条例第５号）

の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

   君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 君津市手数料徴収条例（平成１２年君津市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

別表第２の１の項中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び

管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改め、同表２の項中(5)の目及び(6)の目を削り、

同表２２の項(2)の目を次のように改める。 

(2) 申請に係る長期優良住宅建築等計画が、登録住宅性能評価機関により、長期優

良住宅の普及の促進に関する法律第６条第１項各号に掲げる基準に適合してい

ると認められたもの以外のものである場合 

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条第１項に規定する設計住宅性

能評価書（同法第５条第１項に規定する住宅性能評価が行われた部分が長期優

良住宅の普及の促進に関する法律第２条第４項に規定する長期使用構造等で

ないもの及び建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第８２条の５に

規定する限界耐力計算によって住宅の品質確保の促進等に関する法律第５条

第１項に規定する住宅性能評価が行われたものを除く。以下この項において同

じ。）の写しが提出されたとき

(ｱ) 一戸建ての住宅１件につき１６，０００円

(ｲ) 共同住宅等であって、建築物全体の住戸の数が５戸以下のもの１件につき

５７，０００円を認定申請対象住戸の数で除して得た額（その額に１００円

未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）

(ｳ) 共同住宅等であって、建築物全体の住戸の数が５戸を超えるもの１件

につき９２，０００円を認定申請対象住戸の数で除して得た額（その額に

１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額） 

イ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条第１項に規定する設計住宅性

能評価書の写しが提出されなかったとき

(ｱ) 一戸建ての住宅１件につき４７，０００円

 (ｲ) 共同住宅等であって、建築物全体の住戸の数が５戸以下のもの１件につき

１０９，０００円を認定申請対象住戸の数で除して得た額（その額に１００
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円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額） 

(ｳ) 共同住宅等であって、建築物全体の住戸の数が５戸を超えるもの１件

につき１７４，０００円を認定申請対象住戸の数で除して得た額（その額に

１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）

別表第２の２４の項及び２９の項中「この場合において、２の項の(5)の規定中「 

１ １ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 と あ る の は 「 １ １ ８ ， ５ ６ ０ 円 」 と 、 同 項 の ( 6 )の 規 定 中 「 

１５９，０００円」とあるのは「１７１，４８０円」とする。」を削る。 

   附 則 

 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 別表第２の２２の項(2)の目の改正規定 平成２７年４月１日 

(2) 別表第２の１の項の改正規定 平成２７年５月２９日 

(3) 前２号に掲げる規定以外の規定 平成２７年６月１日 


